
 

大古小学校ＰＴＡ規約  

 

 

   第  １  章   名  称  

第１条  本会は，大古小学校ＰＴＡ (保護者と教職員の会 )と称し，事務局を  

大古小学校に置く。  

 

   第  ２  章   目  的                       

第２条  本会は，次の事項を目的とする。  

   １．家庭・学校および地域における児童の福祉を増進する。  

   ２．家庭・学校及び地域との緊密化を図り，児童の健全育成に努める。  

   ３．会員相互の親睦と教養の向上を図る。  

   ４．児童の教育環境の整備・充実を図る。  

 

   第  ３  章   方  針  

第３条  本会は，次の事項を方針とする。  

   １．本会は，教育を本旨とする民主団体として活動するものであって営  

利的・宗教的・政党的であってはならない。  

   ２．本会は，児童福祉のために活動する地域諸団体及び機関と協力する。  

   ３．本会は，自主独立のものであって，他のいかなる団体の支配統制，  

干渉もうけない。  

   ４．本会は，校長・教職員及び教育委員会の委員と学校問題について討  

議し，また，その活動を助けるために意見を具申し参考資料を提供  

するが，直接に学校の管理や教職員の人事に干渉するものではない。  

   ５．本会は，国及び地方公共団体の適正なる教育予算の充実を期するた  

めに努力する。  

 

第  ４  章   会  員  

第４条  本会の会員は，大古小学校に在籍する児童の保護者及び教職員を以っ  

    て構成する。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   第  ５  章   役員の選出  

第５条  本会の役員は，次のとおりとする。  

    １．会長〔三役〕１名  

      ２．副会長２名 (男女各１名とし，男性は子ども会会長〔三役〕・  

女性は母親代表〔三役〕とする ) 

３．書記２名 (学校より１名 ) 

４．会計２名 (学校より１名 ) 

５．会計監査２名  

６．ふれあい委員長１名  

７．顧問若干名 (学校長・会長経験者等，会長委嘱者）  

第６条  役員の選出は，次のとおりとする。  

１．役員は，役員選考会において，互選により選出する。  

(ふれあい委員長はのぞく ) 

    ２．原則，役員の兼任は認めない。  

    ３．会長及び役員の任期は１年とし，再任は妨げないが２年を限度とする。  

但し，立候補する場合はその限りではない。     

    ４．役員は，１世帯につき１名とする。  

   ５．役員の任期中に欠員が生じた場合，役員会において後任を選任する  

ことができる。期間は前任者の残任期間とし，役員を務めた年数に  

含めることとする。  

第７条  役員選出の時期は，次のとおりとする。  

     毎年１月に役員の立候補者を募る。立候補受理状況により，１年生か  

ら５年生までの各学年から，選挙により最大４名選出し，立候補者と  

被選任者による役員選考会により，決定する。  

(各学年の立候補者と被選任者の合計を４名とする ) 

継続して役員を務めたもの (世帯 )は，退任後，役員を務めた年数と  

同期間再任を免除する。但し，立候補する場合はその限りではない。  

なお，役員免除期間は，各委員の免除期間ではない。  

     立候補届の受理と被選任者選出選挙の開票並びに役員選考会の招集は，         

選挙管理委員会が行う。  

 

第  ６  章   選挙管理委員会  

第８条  選挙管理委員会は，選挙管理委員を以って構成する。  

     会長は，当年度児童卒業と共に会員資格を喪失するものの中から，  

若干名を，選挙管理委員に任命する。  

 

 

 

 

 

 

 



    第  ７  章   役員の任務  

第９条  役員の任務は，次のとおりである。  

    １．会長は，総会及び役員会などの会議を総括し，外部に対して本会  

を代表する。  

    ２．副会長は会長を補佐し，会長不在の場合にはその代理を務める。  

      副会長２名は，各々子ども会会長及び母親代表を兼務する。  

    ３．書記は総会ならびに全体役員会の議事を正確に記録し，各種の会  

合について通知する。  

    ４．会計は，本会の会計を掌る。  

       ５．会計監査は，本会の会計を監査し，その結果を総会において報告  

する。中立を維持するために，予算に関係する役員会等には出席  

しないものとする。  

 ６．書記・会計・会計監査は，各事業の責任者を務め，会長および  

副会長は各事業責任者を積極的に補佐する。  

 

    第  ８  章   委員及びふれあい委員長の選出  

第 10 条  学級委員は，１年生から５年生までの会員には２月末までに，また，  

新１年生の会員予定者には入学説明会において，各世帯の中で主に  

次年度ＰＴＡ活動に参加する会員名の報告を求め，役員会で各学年  

ごとに必要委員数 (目安人数１１～１３名 )の配分を決定し，次年度  

４月，各学年の会員互選により，各事業の担当者を選出する。  

選出方法は各学年に一任する。 (長子の学年での選出を原則とする ) 

各学年ごとに代表者は選出しないが，各事業ごとに代表者を選出するこ

ととする。  

突発的な事象を除き，事業遂行時に欠員が生じる場合，代理を立てる等

の必要な措置を責任を持って講じることとする。  

第 11 条  ふれあい委員長及びふれあい委員は，各地区会員の互選により選出  

する。選出時期は２月とする。                  

第 12 条  学級委員とふれあい委員の兼任は原則不可とする。     

第 13 条  継続して各委員の任務がない期間は２年を限度とする。     

 

    第  ９  章   委員会の選定  

第 14 条  委員会は，学級委員会とふれあい委員会をおく。この他必要に応じて全

体役員会により，その他の委員会をおくことができる。  

第 15 条  委員会の構成員は，次のとおりとする。  

    １．学級委員会は，各学年より選出された委員によって構成され，次の各

部に分かれ，事業を遂行する。  

     （１）厚生部    運動会準備  

     （２）教養広報部  ＰＴＡ新聞発行，市Ｐ連講演会参加  

     （３）学年部    学級懇談会，ＰＴＣ活動 (各学年に判断一任 ) 

     （４）企画部    大古夏祭り  

    ２．ふれあい委員会は，地区委員をもって構成する。  

 

 



第  １０  章   委員会の任務  

第 16 条  学級委員会の任務は，次のとおりである。  

１．地域の行事に積極的に参加し，地域の活性化に寄与する活動を企画

し，会員相互の親睦を深めたるする活動を企画する。厚生活動とし

て，児童の保健衛生や会員の福祉厚生活動の支援を行う。また，教  

育環境の整備促進を行う。  

２．ＰＴＡ新聞「ほほえみ」を発行したりするなど広報活動を行う。  

３．学年ＰＴＡ活動 (学級懇談会・ＰＴＣ活動など )に関する連絡調整を  

行う。  

第 17 条  ふれあい委員会は，子ども会活動に関する連絡調整を行う。また，児  

童の通学安全指導を行う。  

 

   第  １１  章   会  議  

第 18 条  本会は，次の会議をもつ。  

   （１）総会  （２）三役会  （３）役員会  （４）委員会・部会  

    （１）総会は少なくとも年１回開かれる。なお，会長および役員会が必要   

と認めた場合は，会長は臨時総会を招集する。  

    （２）三役会は必要に応じて開くことができる。  

    （３）役員会は本会の役員を以って構成され，年９回程度開かれる。  

その他，必要に応じて会長がこれを招集する。  

        ・各委員会によって立案された事業計画を審議検討する。  

        ・総会に提出する報告書を作成する。  

        ・その他，全会員より委任された事務を処理する。  

    （４）ふれあい委員会及び学級委員会各部の会議は，必要に応じて委員長   

または代表が招集する。  

第 19 条  総会は，全会員の１／３以上の出席を以って成立し，その決議は，出席

者の過半数で決め，可否同数の場合は，議長が決める。  

第 20 条  天災・その他の事由により，総会が開催できないと会長が判断したとき

は，書面表決により議事を決することができるものとする。  

第 21 条  書面表決による議事は，全会員の１／３以上の書面表決書を以って成立

し，その決議は，書面表決書提出者の過半数で決め，可否同数の場合

は，役員会で決める。  

 

   第  １２  章   会  計  

第 22 条  本会の経費は，会費及びその他の収入を以って充てる。  

１．会費は，月額３００円（第２子２００円，第３子以降１００円）で  

ある。会費は年度ごとに総会において承認する。  

２．予算の執行に当たっては ,当初予算によるが，変更の必要が生じた   

場合は，役員会において補正することができる。  

第 23 条  本会の会計年度は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。  

 

 

 

 



第  １３  章   旅  費  

第 24 条  本会を代表して市Ｐ連事業等に参加する場合は，次の旅費を支給する。  

     旅費は，交通費・日当とする。  

   １．市内の場合，一律５００円支給する。  

   ２．市外の場合，交通実費と日当５００円を支給する。但し，主催者に  

おいて旅費が支給される場合，本会より旅費は支給しない。  

第 25 条  前条で処理できない場合は，役員会において協議し，処理する。  

 

 

   第  １４  章   会計監査  

第 26 条  本会は，会計監査２名を選出し，総会において監査報告を行う。  

会計監査の選出は，役員選考会に委嘱する。  

 

   第  １５  章   改  正  

第 27 条  規約は総会において出席者の過半数の賛成によって改正することが  

できる。  

第 28 条  附則は全体役員会の出席者の過半数の賛成によって改正し総会にお  

いて報告する。  

  

（平成  ５年１２月５日  一部改正）  

（平成１１年９月  ８日  一部改正）  

                                (平成１５年４月１９日  一部改正）  

（平成１５年９月１６日  一部改正）  

（平成２０年４月２０日  一部改正）  

（平成２１年４月２５日  一部改正）  

（平成２４年４月２２日  一部改正）  

（平成２６年４月１９日  一部改正）  

（平成 31 年４月２１日  一部改正）  

（令和  ４年１月１４日  一部改正）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大古小学校ＰＴＡ弔慰規定 

 

 

第１条  この規定は，大古小学校ＰＴＡ会員相互の弔慰・見舞いに関する基準を明確にし， 

かつ適正に処理するために定める。 

 

第２条  弔慰・見舞いに関する事項は，つぎのとおりとする。 

（１） 児童が死亡したときは，香典５,０００円を贈り，会長・学級代表・地区委員 

が会葬する。 

 

（２） 会員が死亡したときは，香典５,０００円を贈り，会長・学級代表・地区委員 

が会葬する。 

 

（３） 会員に，前項以外の必要が生じた場合は，役員会において協議決定し，見舞 

５,０００円以内を贈る。 

 

（４） 前項以外の必要が生じた場合は，役員会において協議決定する。 

 

第３条  前条に対する返礼は，一切しないものとする。 

 

申し合わせ事項 

（１） 第２条の（１）（２）についての児童による会葬参加については，そのつど 

学級で協議決定する。 

 

（２） 第２条の事項が生じた場合の会員への連絡は，児童・会員が所属する学年に 

連絡網により知らせ，その他の会員には，本人又は遺族に確認のうえ決定す 

る。 

 

 

附 則  この規定は，平成１２年４月２２日より施行する。 

この規定は，平成２６年４月１９日より施行する。 

 


